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/              

25  136 147 138 147 145 160 184 183 179 177 176 175 1,947 162.3  

26  173 173 190 201 206 210 224 197  196  194   191  195 2,350 195.8 

27  200 194 194 200 192 197 201 1,378 196.8 

 

/              

25  1,248 1,446 1,311 1,459 1,263 1,322 1,618 1,403 1,420 1,454 1,433 1,357 16,734 1,394.5 

26  1,144 1,333 1,434 1,584 1,274 1,447 1,553 1,291  1,259   1,308 1,352  1,514 16,493 1374.4 

27  1,214 1,116 1,346 1,364 1,104 1,246 1,396 8,786 1255.1 

 

/              

25  403 449 430 468 390 426 462 383 373 372 356 406 4,918 409.8  

26  428 434 483 531 446 506 557 439 441   446  452  475 5,638 469.8 

27  505 449 486 485 417 457 509 3,308 472.5 
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  6     14  62  44.3 10,799 553.8 71.5 15 1    

  21  11  2 48  35.9 8,766 42.6 76.0 13 1    

  10  4  11  58 37.8 9,218 267.4 65.3 15 1    

  10  2  12  58 37.7 9,196 227.1 65.2 15 1    

5    50   

  7  1  11  53  36.5 8,899 135.9 69.3 15 1    

  7  1  11  53  44.1 10,767 1,076.7 83.3 15 1    

   61  19  61 382  236.3 57,645 210.8 62.1       

  

 60
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県 立 病 院 運 営 協 議 会 等 要 綱 

                                                                                                

（協議会の設置） 

第１条 二次保健医療圏内の県立の病院の円滑な運営を図り、もって地域住民の医療及び

保健衛生の向上に寄与するため、別表に掲げる病院に県立病院運営協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、協議会を置く病院の長(以下「病院長」とい

う。)の諮問に応じ、又は建議することができる。 

(1) 二次保健医療圏内の県立の病院の円滑な運営に必要な事項 

(2) 保健衛生活動の協力に関する事項 

(3) その他病院長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、原則として委員２５人以内をもって組織する。 

２  委員は、市町村、関係行政機関、社会保険団体、医療関係団体、社会福祉関係団

体、学校、事業所、婦人団体、青年団体等の代表者及び学識経験者のうちから医療局長

が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選とする。 

２  会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、病院長が招集する。 

２ 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年１回、臨時会は必要に応じて招集する。 

３ 会議は、必要に応じて他の協議会と合同で開催することができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、病院において処理する。 

  (地域懇談会) 

第８条 県立の病院の運営に関し、地域住民から意見、提言等を得て病院運営上の参考とす

るため、病院に県立病院地域懇談会を置く。 

 ２ 県立病院地域懇談会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院の長が定める。 

 

附 則 

この規程は、 昭和４６年４月１２日から施行する。  

附 則 

この規程は、 昭和５７年１月１６日から施行する。 

附 則 

この規程は、 平成１０年４月１日から施行する。  

附 則 

この規程は、 平成１６年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、 平成１６年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、 平成２１年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

別表(第１関係) 

 

病            院 

岩手県立中央病院 

岩手県立宮古病院 

岩手県立大船渡病院 

岩手県立胆沢病院 

岩手県立中部病院 

岩手県立久慈病院 

岩手県立磐井病院岩手県立磐井病院岩手県立磐井病院岩手県立磐井病院    

岩手県立釜石病院 

岩手県立二戸病院 
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